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いじめの認知学校数・認知件数 

 
（注１）いじめの定義 

本調査において，個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は，表面的・形式的に行うことなく，いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「い

じめ」とは，「児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお，

起こった場所は学校の内外を問わない。 

（注２）調査対象は国公私立小・中・高等学校及び特別支援学校。小学校には義務教育学校前期課程，中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育
学校前期課程，高等学校には中等教育学校後期課程を含む。高等学校の全定併置校や通信制併設校等は，全日制，定時制，通信制それぞれの
数値を合計したもの。 

（注３）高等学校の全定併置校や通信制併設校等は，全日制，定時制，通信制をそれぞれ１校として計上。このため学校総数は学校基本調査の数値と一致しない。 

（注４）休校等の学校があるため，認知した学校数と認知していない学校数の合計は，学校総数と一致しない。 

 

 

いじめの認知（発生）件数の推移のグラフ 
 

 
（注１）平成５年度までは公立小・中・高等学校を調査。平成６年度からは特殊教育諸学校，平成１８年度からは国私立学校を含める。 

（注２）平成６年度及び平成１８年度に調査方法等を改めている。 

（注３）平成１７年度までは発生件数，平成１８年度からは認知件数。 

（注４）平成２５年度からは高等学校に通信制課程を含める。 

（注５）小学校には義務教育学校前期課程，中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程，高等学校には中等教育学校後期課程を含む。 
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「重大事態」の発生学校数・発生件数 

 
 

「重大事態」の調査主体別件数 

 
 

「重大事態」のうち，地方公共団体の長等において調査の結果について調査（再調査）を行った件数 

 
（注１）いじめ防止対策推進法第28条第1項において，学校の設置者又は学校は，重大事態に対処するために調査を行うものとすると規定されており，当該調査を行った件数

を把握したもの。 

（注２）第１号「重大事態」とは，法第28条第１項第１号に規定する「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認

めるとき」。第２号「重大事態」とは，同第２号に規定する「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い

があると認めるとき」。 

（注３）１件の「重大事態」が，第１号及び第２号の両方に該当する場合は，それぞれの項目に計上されている。 

（注４）「重大な被害の態様」については，最も重大と考えられるものを一つ選択。 

（注５）「調査状況」の「調査中の件数」には，令和２年度に発生した「重大事態」のうち，調査主体が決定する前に令和３年度になったものも含む。 

（注６）「（ⅲ）「重大事態」のうち，地方公共団体の長等において調査の結果について調査（再調査）を行った件数」は，法第30条第2項又は法第31条第2項の規定に基づ

き，「重大事態」の調査の結果について調査（再調査）を行った件数であり，重大事態として計上された年度にかかわらず，「令和２年度に再調査したもの」が計

上されている。 
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いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する「重大事態」の発生件数（北海道） 

「重大事態」が発生し

た学校数 

 

「重大事態」発生件数 

 

 

法第 28 条第 1 項第 1

号に規定する「重大事

態」発生件数 

法第 28 条第 1 項第 2

号に規定する「重大事

態」発生件数 

1,000人当たりの「重大

事態」発生件数 

 

11 校 11 件 8 件 7 件 0.02 件 

  


